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三郷市議会21世紀クラブは、市民が安全で安心して暮らせる、快適で住みよいまちづくりを念頭に、

三郷市の発展と14万人余市民の負託に応えるべく、日々精進を重ねております。

コロナ禍も落ち着きを取り戻しつつありますが、依然として感染者がなくならず、インフルエンザの

流行予測もあり予断を許さず、健康を取り巻く環境には厳しい対処が求められます。国内の経済は、

資材やエネルギーなど原材料価格の高騰もさることながら、円安が輸出企業や観光事業には

業績の追い風となっているものの、一方では相変わらず食料品等の値上げが続き、物価の上昇に

より節約志向が強まり消費が懸念されています。

本市においては区画整理の事業効果もあり、税収増も計られているものの少子高齢化への対応、

医療・介護・生活保護等の社会保障費の増大、交通・防犯・防災対策、道路整備や近年の豪雨に

対応した河川・水路の整備、その他未整備インフラへの対応など課題は山積しており、市民一人

ひとりが安心して生活できるまちづくりへ更なる施策を講じる必要があります。

求められるものは、更なる子育て支援とその環境整備・高齢者対策、医療・介護等の福祉対策、

雇用の創出、特に女性の雇用と活躍の場の創出、都市インフラ・住環境の整備と自然災害対策、

教育・文化・スポーツ等の充実、農業の6次産業化と三郷ブランドの創出、観光事業の充実等

広範囲にわたり、これら三郷市の発展と活性化には不可欠な要素であり、諸施策の結実には果敢な

努力が必要であります。

これら市民の負託に応えるためには市職員をはじめ関係者が一丸となってそれぞれの経験と持てる

能力を発揮し、最小の経費で最大の成果が得られるよう効率のよい予算編成とその執行が

求められます。市民から寄せられる要望を基にした21世紀クラブの提案を考慮され、また、提言に

傾聴いただき、三郷市が掲げる施策の着実な遂行を望むものです。

主役である市民の負託・信頼に応えるべく、地域経済の活性化が図られるよう、市民本位の適切な

行政運営に尽力されますことを要望させていただきます。

三郷市長　 木津雅晟 様

三郷市議会２１世紀クラブ

令和６年度三郷市予算編成並びに施策に対する要望書

令和６年１1月吉日
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事業に携わる職員数やホームページにアップする為に割いている時間（職員経費）と事務事業の成果に大きな乖離を
感じる。事務事業の存在意義を経費面から見直し、施策の為の施策にピリオドを打ち、先ずは王道の無いスクラップ＆
ビルドの対象を精査し実施に繋げられたい。

改修後のホームページについて、いまだに必要な情報にたどり着きづらいといった声を耳にする。情報が一目で見られる
ような、より見やすく、より使いやすいものを目指してさらにデザインの改善を実施されたい。

必要な情報が必要な方へしっかりと届くように、広報誌の配布方法の工夫や、Instagram・公式LINE・スーパーアプリ
（ポケットみさと）などの広報の強化を実施されたい。

人事院の勧告により職員の地域手当削減が想定されるが、職員のモチベーション低下に繋がり離職の要因となるよう
なことが無いよう、在籍職員は基より今後採用される職員が希望を持ち職務に取り組める職場作りの推進を望む。

令和5年度予算に対する要望で新たな自主財源の発掘を求めたが実績はふるさと納税の拡充に留まっており、今後
本市においても人口減に伴う減収が想定される状況での取り組みとしては物足りなさを感じざるを得ない。新たな
自主財源を生み出す取り組みを積極的に進められたい。

市役所をはじめとした公共施設内のバリアフリー化推進の一環として、視覚障害者誘導用ブロック、いわゆる点字
ブロックの設置を現在実施されている一部のフロアだけではなく、全てのフロアに対して進められたい。

自殺未遂者および自殺者遺族等へのケアに関する研究としてまとめられた、自死遺族を支える相談担当者のための
指針に基づき、支援者が“二次被害”を与えることなく、傷つき孤立しがちな自殺者親族等の心理的および社会的な
回復を手助けするための対応を進められたい。

市内の生活道路で横断歩道でない場所での歩行者の横断が散見される。見通しの悪い場所へのカーブミラー設置も
含め安全対策に努められたい。

各公共施設でのイベントはとても魅力的なものが多い一方で、ごく一部の人にしか情報が行き渡っていない点が課題で
ある。SNSによる発信の強化をはじめとして広報の充実に努められたい。

陸上競技場の管理にあたり、将来的には改修工事が必要となることが想定される。その際にかかる費用をどこから捻出
するのかなど準備を検討されたい。

総合防災訓練について訓練のための訓練となってしまうことの無いよう、避難所開設、避難所運営訓練やシェイクアウト
訓練など、より現実的な訓練を実施されたい。

現在の防災無線は場所によって非常に聞き取りにくく、室内で窓を閉め切っているとほぼ聞き取ることができないという
課題がある。防災無線に代わる、緊急時に市民全員が受け取ることができるツールの開発を急がれたい。

健康寿命を伸ばすことを目的として、江戸川サイクリングロードを活用した自転車の普及啓発、三郷中央のウォーカブルな
まちづくりなど、関連施策と連携した横断的な取り組みを実施されたい。

社会的な問題となっている孤独死を防止する策として早稲田団地の一部地域では住民たちが率先して見回りを行い、
朝の体操や戸別訪問などを行っている。こういった住民主体の動きが三郷市全体に広がるような事業を実施されたい。
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意思疎通支援について本市では第７期三郷市障がい福祉計画などにおいて今後より一層の充実を図ることが示され
ているが、具体策については未だ物足りなさが残る。入院患者への支援や失語症の方への支援等の具体策を、先進
自治体の取り組みも参考に実現されたい。

待機高齢者の解消へ向けた特別養護老人ホームの整備を、サテライト型の地域密着型特別養護老人ホームなどあらゆる
可能性を排除せず積極的に進められたい。

医療的ケア児の保育所への申し込みは、全国的にも増加傾向にある。こうした状況に対して十分な受け入れ状況を
整える為にも、現状の公立保育所２施設にとどまらず、私立保育園等での受入れについても課題の解決を図られ
たい。

昨年増設された大場川下排水機場排水ポンプは内水氾濫の抑止に効果があり放水路以南の市民に大きな安心を
与え評価されている。今後も市民の安心安全を担保する為に上排水機場においての排水ポンプ増設を望む。

中央浄水場の廃止検討をはじめ基本料金の改定など様々な事業に着手し市民のライフライン確保に努めている
事は評価する所である。今後も事業会計の下、健全経営を求む。

ユニバーサルデザインとは、すべての人にとって使いやすく、できるだけ多くの人が利用可能であるようにデザイン
することを指す。三郷市のまちづくりにユニバーサルデザインの観点を取り込んで計画されたい。

第5次三郷市総合計画のまちづくり方針の6に示された「誰もが健康で生きがいを持ち、いつまでも輝き、文化・
スポーツ活動のできる環境の充実を図るとともに、多様な交流のあるまちづくりを目指します」という項目について
具体的な施策の展望を示されたい。

コミュニティ・スクールの運営について外形的な体裁を整えるだけでなく具体的な成果が出るように進められたい。

学校における働き方改革が進められた副産物のひとつとして、夕方のパトロールや休日の会議への欠席が目立つ
ようになったと聞き及んでいる。地域との結びつきとの両立が図れるよう、仕組みの構築や意識の向上に務められ
たい。

中学校区ごとに新しい組織として創られ、小中学校の校長やPTA会長をはじめとした地域のあらゆる代表が

集まった、コミュニティスクールとは異なる意義・役割を持つ組織である地域青少年育成会について、今後の組織の

在り方や指針を示されたい。

中高生のための学習の場について、市内全域をカバーできるような配置計画と利用時間の拡充を含めた計画を

進められたい。

総合防災訓練でのエンジンカッターを使った救助訓練について、人がいる状態で実施するなど、できる限り実際の

使用状況に近い状態での実施を検討されたい。
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令和５年10月の要望事項 要望に対する対応 最終結果

市民ニーズの多様化、高度化に臨
機応変に対応できる組織であり続
けるためには業務や事業のスク
ラップ＆ビルドを不断の努力を
もって実行せねばならない。特に
根拠に基づいた事業のスクラップ
には客観性等が必要となることか
らそのための専門部署の創設や外
部人材の活用を実施されたい。

瑞木小西側の遊休市有地が30数年
以上立ち入りできない空き地に
なっており、有効活用がなされて
いない。地区整備計画では、B地
区とされ、小学校、保育園、幼稚
園、左記の付属する建築物しか建
てることが出来ないようになって
いるが、瑞木小学校の避難所とし
ての機能を補填する場所として、
建物を極力立てない防災パークや
風の子園の建て替え候補地など有
効利用を検討し、地域の環境整備
を整えられたい。

令和4年度の職員配置表を見る
と、大人数の係と少人数の係が混
在しているように思える。
特に係において人数が2名の係が
複数存在している、1人が病気な
どで欠勤した場合、係員が1名と
なる。危機事象の際でも対応が可
能な係の人数は何人が適正か、検
討を図られたい。また、部や課の
適正（理想の）人数についても同
様に、検討を図られたい。

多様化・高度化する市民ニーズに適
切に対応するためには、限られた財
源やマンパワーの配分を見直すこと
は重要と考えております。これまで
も組織改善や事務事業評価を実施し
てきましたが、引き続き、より良い
手法を検討してまいります。

遊休市有地の有効利用につきまして
は、市民ニーズや市全域の公共施設
の配置状況等を勘案いたしまして、
適宜、検討してまいります。

危機事象や突発的な事象があっても組
織の最小単位である係の業務が滞らな
いよう、また、多様化する住民ニーズ
に対応できるような人員配置をしてま
いります。

令和５年度組織機構改善におきまして
も、少人数の係を統合するなど各部署
の規模の適正化を図りました。
引き続き、各組織の専門性や継続性の
担保などから多面的に検討してまいり
ます。

市民ニーズに対応した事業の実施に向
けて、第５次三郷市総合計画進捗管理
と併せて、毎年度、事務事業評価を実
施しているところです。
令和５年度の事務事業評価を経て廃止
した事務事業は、「三郷市生活支援臨
時特別給付金事業」等、事務事業の目
的が達成されたものや、他の事務事業
との統合を図ったもの等を含め、25事
業を廃止としました。各施策や事業に
対する適切な評価手法は重要と考えて
いることから、引き続き、専門部署の
創設や外部人材の活用も含めまして、
検討を進めてまいります。

遊休市有地の有効利用につきまして
は、地域のまちづくりの状況や市民
ニーズ、市全域の公共施設の配置状況
等を勘案いたしまして、適宜、検討し
てまいります。

令和５年度の職員数は、前年度当初と比
較して10名増員し、973名となってお
ります。行政運営に支障を来さないよ
う、現在の運営状況及び課題の把握のた
め、各課に対し人事ヒアリングを行い、
課の業務量等に応じて、必要な人員配置
をしているところです。
会計年度任用職員の任用も含め、引き
続き、職員の適正人数の把握及び配置
に努めてまいります。

係単位における適正人数については各課
所管事務内容及び各係の業務の実情を踏
まえ、引き続き多面的に検討してまいり
ます。また、係以上（部や課）の組織規
模の適正人数につきましても、係単位に
おける適正人数を踏まえ、多面的に検討
してまいります。

企画政策部

総務部

（企） 企画政策部　企画政策課

（企） 企画政策部　企画政策課

総務部　人事課（総）

企画政策部　企画政策課（企）

①

②

①

令和５年度の要望とその対応令和５年度の要望とその対応
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市役所で所有している公用車（消
防本部で管理している消防車両も
含めて）や市民が所有している車
両を緊急避難的に退避させるため
に、駐車場を利用することが出来
る協定を市内の大型商業施設及び
物流施設と締結しております。こ
の協定の協力内容として、建設業
者が保有している重機等を含める
ことができるかについては、確認
が必要になってまいりますので、
今後、個別協議を通じて、対応可
能か確認をしてまいります。

令和4年9月1日より「パートナー
シップ宣誓制度」を開始するととも
に、性の多様性への理解促進を図る
啓発活動を行なっております。
「ファミリーシップ制度」の導入
につきましては、今後の運用状況
や国・県等の動向を注視してまい
ります。

災害対応に必要な電源等の確保につき
ましては、最低でも初動72時間分の電
源を確保する必要があります。そのた
めには庁舎に設置された自家発電機を
継続的に稼働させることが必要となっ
てきます。地域防災計画にあるとお
り、電力会社から供給されるエネル
ギーに頼ることなく、自力で電源を確
保することができるよう、安定的な燃
料供給先の確保、再生可能エネルギー
や蓄電池等の導入など、庁舎管理担当
部署と連携を取りながら、取り組んで
まいります。

災害発生時に公用車や一般の車両
を緊急避難的に退避させるため
に、駐車場を利用することができ
る協定を市内の大型商業施設及び
物流施設と締結しており、令和５
年度は、車両の緊急避難場所とし
て、大和ハウスプロパティマネジ
メント株式会社と新たに１件の協
定を締結したところです。
今後につきましては、協力してい
ただける企業の拡充を図ってまい
ります。
また、建設業者が保有している重
機等につきましては、三郷市建設
業協会とも連携し、調査、研究を
してまいります。

令和4年9月1日より「パートナー
シップ宣誓制度」を開始するとと
もに、性の多様性への理解促進を
図る啓発活動を行い、令和6年9月
1日現在、9組の方にパートナー
シップの宣誓を頂いております。
「ファミリーシップ制度」の導入
につきましては、制度を導入して
いる自治体の運用状況や国・県等
の動向を注視してまいります。

災害時の電源等確保につきまして
は引き続き、庁舎管理担当部署と
連携を図りながら、取組んでまい
ります。
また、多重的な対策につきまして
は、本庁舎における最低限確保す
べき電源容量が非常に大きいた
め、実現可能性を含めて、引き続
き調査、研究をしてまいります。

令和５年10月の要望事項 要望に対する対応 最終結果

危機管理防災課（現：危機管理監）（危） 危機管理監　危機管理防災課

（危） 危機管理監　危機管理防災課

（総） 総務部　人権・男女共同参画課

②

③

①

地震、内外水の氾濫災害が発生し
た場合、市内インフラの復旧作業
は行政にとって最優先事項であ
る。事前策として、各団体との災
害協定を締結してはいるが、特に
水害の場合、機材が水没する事に
より使用する事が出来なくなり市
役所や建設業者保有の既存機動性
確保が困難になる。三郷市が被害
を受ける状況が発生した場合、都
内や近隣市町においても共に大き
な被害が予想され、復旧に必要な
重機を始めとする機材が広範囲で
大量に必要になる事は自明であ
る。その為にも、既存の機動力を
欠く事無く維持する為、市独自の
高台を確保し、市役所や、協定団
体の必要車両を水害から守り、復
旧において即時対応出来る体制の
確保を強く望む。

社会全体において性の多様性を認
め、差別や偏見をなくす取り組み
が進められている。三郷市におい
ても性別に関わりなく一人ひとり
の人権が尊重され、多様性を認め
合い、自分らしく生きることので
きる社会の実現を目指し、令和４
年９月１日より「パートナーシッ
プ宣誓制度」を開始しされたこと
は大変素晴らしい事であるが、そ
の一方で法的な効力はなく、同居
する子どもなど近親者は一つの家
族としてサービスを受けられない
という課題もある。パートナー
シップ制度の拡充としてさらに
パートナーの近親者を家族として
登録する「ファミリーシップ制
度」導入を検討されたい。

災害時、行政において迅速かつ的
確な情報収集及び災害対応にあた
る体制の維持、ＢＣＰ遂行の為、
庁舎等における電源確保は最優先
事項である。すでに、本庁舎に自
家発電機はあるが、長期停電に備
え多重的な対策を検討されたい。

5



令和４年10月の要望事項 要望に対する対応 最終結果

福祉避難所の設置には地域のボラン

ティアや地域、生活圏のコミュニ

ティを重視した身近な施設、専門性

の高いサービスが提供される施設な

どが必要となる。地域の福祉事業者

などと協定を結ぶなど、福祉避難所

の整備を進められたい。

コロナ禍の影響により市税の減収が

目立つようになってきている。既存

の税収のみに頼ることなく、新たな

自主財源の発掘を進められたい。

納税者にとって利便性、プライバ

シー保護等の観点から、ペイジー収

納サービスを活用した納税システム

を導入し、納税手続きの多様化、利

便性の向上に努められたい。

令和６年６月11日に福祉避難所であ

る、さつき学園、ワークセンターしい

の木及びしいのみ学園の３か所を指定

福祉避難所として指定しました。

今後、受け入れ対象者のニーズ把握に

努め、関係部署、支援団体及び福祉施

設との連携に引き続き取組んでまいり

ます。

好評であったふるさと寄附金の返礼品

が国の方針見直しにより提供できなく

なったため、令和５年度は増額を見込

んでいた寄附金額が予算額まで到達し

ませんでした。魅力的な返礼品の提供

や寄附窓口の拡大など、関係部署と連

携のうえ引き続き寄附金が集まるよう

努めるとともに、新たな自主財源の発

掘について、他市の事例や国の動向を

注視してまいります。

納税の利便性向上のため、モバイルレ

ジの機能拡充により令和４年10月か

ら電子マネー決済、令和５年２月から

クレジットカード払いを導入し、納付

方法の多様化を図りました。

また、令和5年4月から全国で始まっ

た地方税共通納税システムの対象税目

拡大により、金融機関窓口での納付以

外にも、クレジットカード払い、イン

ターネットバンキング、各種スマート

フォン決済アプリ、金融機関ＡＴＭ等

から手入力する方法で支払いができる

ようになり、固定資産税・都市計画

税、軽自動車税（種別割）、市県民税

（普通徴収）、国民健康保険税でペイ

ジー機能を活用した電子納付が可能に

なりました。

今後も引き続き、納税者の利便性向上

に努めてまいります。

財務部

（危） 危機管理監　危機管理防災課

（財） 財務部　財政課

（財） 財務部　収納課

2021年に福祉避難所の確保・運営

ガイドラインが改正され、発災直後

から開設する避難所とすることや、

受け入れ対象者をあらかじめ調整し

て指定することが可能になりまし

た。これを受け、対象者が普段利用

している施設に避難することができ

る仕組みづくりが必要と考えますの

で、公営の施設にとどまらず、民営

の施設にもご協力いただく必要があ

ることから、今後は一つでも多くの

福祉避難所を指定できるよう取り組

んでまいります。

令和5年度はふるさと寄附金を増

額したところでございますが、新

たな自主財源の発掘につきまして

は、他市の事例や動向を注視して

まいります。

モバイルレジの機能拡充により、令

和４年10月から電子マネー決済、令

和5年2月からクレジットカード払い

を導入し、納付方法の多様化を図り

ました。令和5年4月から全国で始ま

る地方税共通納税システムの対象税

目拡大により、令和5年度当初納税

通知書から「地方税統一ＱＲコー

ド」を付すことになりました。これ

により、金融機関窓口での納付以外

にも、クレジットカード払い、イン

ターネットバンキング、各種スマー

トフォン決済アプリで支払いができ

るようになります。固定資産税・都

市計画税、軽自動車税（種別割）、

市県民税（普通徴収）・国民健康保

険税でのペイジー機能を活用した電

子納付が実現し、利用者の利便性が

向上されることになります。

②

②

①

令和５年度の要望とその対応令和５年度の要望とその対応
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本市における事務処理ミス等の公表
につきましては、各所属で個別具体
的に判断しているところですが、職
務遂行上の行為又は関連する行為に
係る懲戒処分については、その内容
を公表しており、近隣５市１町も同
様の運用と聞いております。引き続
き、適正な運用に努めてまいりま
す。

令和5年度中に、ふるさと納税ポー
タルサイトを新たに1社加え拡充を
図りました。また、魅力ある返礼品
の充実により上半期の寄附額は増加
しておりましたが、令和5年10月、
国が返礼品に係る方針を見直したこ
とから、下半期の寄附額について
は、上半期ほどの増加は見られませ
んでした。
引き続き、国の動向を注視しつつ、
当該取組みを推進してまいります。

本市の独自施策として令和4年度
から受付しております「資格取得
支援補助金」において、令和6年9
月1日時点で通算15件、延べ41名
の申請を受け、補助金を支給いた
しました。また、令和5年度から
対象年齢を30歳以下までに引き上
げたところ、その部分の実績は、7
件、21名となりました。

生活道路の法定速度を時速30キロへ
と引き下げる改正道路交通法施行令
が7月に閣議決定され、令和8年9月
から施行される予定となっているこ
とから、改正の動向を注視するとと
もに、引き続き、調査、研究してま
いります。

町会長等連絡会議のほか、町会長等
視察研修会や各種手続き等の機会に
おいて、各町会からの意見や要望、
問題等を伺い、関係部署と連携し適
切な支援を行いました。

本市における事務処理ミス等の公表
につきましては、各所属で個別具体
的に判断しているところでございま
す。また、職務遂行上の行為又はこ
れに関連する行為に係る懲戒処分案
件につきましては、その内容につい
て公表しております。
今後、事務処理ミス等の公表につき
ましては近隣自治体の状況を調査研
究してまいります。

現在、ふるさと納税ポータルサイト
の拡充及び関係課による魅力ある返
礼品の充実を図ることで、寄附金が
年々増額しているところです。
引き続き、当該取り組みを強化して
まいります。

令和４年度より、三郷市の独自施策
として、国家資格等を取得し技術を
向上させることにより、若年者の雇
用促進を図ることを目的とした「三
郷市資格取得支援補助金」を実施し
ております。

「ゾーン30プラス」の整備につき
ましては、交通事故状況や整備効
果、規制による周辺交通への影響な
ど、様々な観点からの検証が必要と
なることから、警察や関係部局と連
携し、調査研究してまいります。

現在、実施している「町会長等連絡
会議」は、主に市からの連絡・依頼
事項の伝達を目的として開催してい
ます。地域ごとに異なる実情がある
ということもふまえ、ご意見・ご要
望を伺うことができるよう引き続き
関係部署と連携してまいります。

令和４年10月の要望事項 要望に対する対応 最終結果

（総） 総務部　人事課

財務部　市有財産管理課（財）

地域振興部　商工観光課（市）

③

②

③

④

①

市民経済部 （現：市民生活部）

市民生活部　生活安全課（市）

（市） 市民生活部　市民活動支援課

事務処理問題として他市が行ってい
るように、今後三郷市でもコンプラ
イアンス強化の一環として、事務処
理ミス等について、その概要を公表
し、市民にしっかりと報告できる体
制づくりを検討されたい。

ふるさと納税に関して、（納税によ
る収入と損失）ふるさと三郷応援寄
付金の使い道が現在、１）ふるさと
の緑と水辺再生事業、２）安心安全
まちづくり事業、３）にぎわい・ふ
れあい事業、４）ギリシャ共和国ホ
ストタウン推進事業、５）その他と
なっているがより具体的に指定する
事ができるようにするなど寄付金の
増額施策について検討されたい。

少子高齢化が進展する中、15～34 
歳の若年労働力人口の減少が続いて
いる。また若年層の失業率も全年齢
と比べて高いものの着実に低下して
しまっている。行政主導で若い方々
に働いてもらう環境づくりを検討
し、若い世代に働いてもらう独自政
策を考えて就労支援をすることで、
三郷市の将来に向けた発展に貢献で
きる政策を実施されたい。

これまでの警察による交通規制ゾー
ン30に加え、道路管理者が物理的
デバイスを設置する「ゾーン30プ
ラス」が近年注目されている。歩行
者の安全を守るため、生活道路にお
ける人優先の安全・安心な通行空間
の整備のため、この「ゾーン30プ
ラス」の導入を進められたい。

現在市では、市内の自治会長・町会
長を一堂に集めた会議を行っている
が、地域ごとに意見や要望は異なる
ことが想定される。市内をいくつか
の地域に分けて、地域ごとに自治会
長・町会長の意見を伺い、地域ごと
の問題解決を図ることで市内全域の
改善に繋げられたい。
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令和５年度の予算編成にあたり、
必要な修繕や設備点検・除草作業
等の委託業務をはじめ、効率的・
効果的な管理運営方法等について
指定管理者と協議・検討を行いま
した。
各 施 設 が よ り 多 く の 方 に 認 知 さ
れ、利用されるよう、施設のＰＲ
とスポーツ振興を目的としたイベ
ントやスポーツ教室等を開催する
ほか、適切な施設管理や窓口対応
等、質の高いサービスの提供につ
いて、引き続き、指定管理者と協
議してまいります。

住み慣れた地域で必要な医療の提
供が受けられる体制を確保するこ
とは大変重要であると認識してお
ります。 
本市としましては、地域の医療提
供体制の確保に向け、埼玉県東部
地域医療構想調整会議などを通じ
て連携、協力してまいります。

養育支援訪問事業として、多胎児
等子育てに対して不安や孤立感等
を抱える家庭に対し、専門職によ
る育児、家事等の養育支援を行っ
ております。妊娠期から丁寧にか
かわりを持ちニーズを把握するよ
う今後も努めます。一時保育につ
きましては、関係課と連携し、調
査研究してまいります。

多胎児に対する支援につきまして
は、つどいの広場で毎月開催して
いる「ふたごちゃん（多胎児）あ
つまれ」にてイベントを開催し、
交流を図っているところです。こ
ど も 家 庭 セ ン タ ー の 設 置 と あ わ
せ、先進事例を調査研究してまい
ります。

令和５年10月の要望事項 要望に対する対応 最終結果

令和３年度決算における陸上競技
場、スカイパーク、総合体育館の
指定管理料の合計は1億2289万6
千円だったのに対し、歳入の合計
は広告料、ネーミングライツ料を
加えて3011万円3497円であり、
9278万2503円の赤字であった。
毎年9000万円以上の赤字がでて
いる状態は市民の納得を得られる
ものとは言い難い。指定管理料の
見直し、施設の利用率の向上の検
討を実施されたい。

夜間における急な体調不良や、怪
我をしてもなかなか救急車が来な
い、救急車が来ても受け入れ先の
病院が見つからない状況が見受け
られる。受け入れ先の病院が見つ
かっても東京都や千葉県の病院が
多く、市内の病院で診てもらえる
ことが非常に少なく不安な状況が
続いている。夜間救急医療の整備
を実施されたい。

多胎児を養育している家庭の身体
的・精神的負担を少しでも軽減す
るため、家事・育児ヘルパーが自
宅を訪問して、日常の家事・育児
や外出時の支援をする事業や一時
保育等利用助成などを実施する支
援について、先進事例を調査研究
して策定を実施されたい。

令和5年度の年間事業計画に基づき、
市と指定管理者でスポーツ教室など運
動施設を会場とする事業を開催し、施
設の無料開放やパンフレットを市内公
共施設に配架するなど、運動施設の利
用率及び知名度向上に努めました。
各施設の施設利用率につきましては、
三郷市総合体育館が令和3年度63．
2％、令和5年度78.７％、三郷陸上競
技場が令和３年度93.３％、令和５年
度91.４％、三郷スカイパークの有料
利用が令和3年度43.1％、令和5年度
が51.3％、無料利用のウォーキング
を含めると令和3年度98.0％、令和5
年度100％となっております。
なお、指定管理料につきましては、施
設全体で令和３年度、令和5年度とも
に122,896千円となっております。
今後も他市町村の取り組みを研究し、
サービスおよび利用率向上に取り組ん
でまいります。

救急車の対応を要する第2次救急の受
け入れにつきましては、近隣の6市1町
による連携協定を締結しており、定期
的に地区の医師会や県を交えた会議が
行われております。引き続き、連携協
定による体制整備に協力していくとと
もに、地域の医療提供体制の確保に向
け、埼玉県東部地域医療構想調整会議
などへの参加を通じて連携、協力して
まいります。

養育支援訪問事業として、家事支援は
多胎児を養育している家庭にヘルパー
による育児援助を１家庭8回行いまし
た。今後は子育て世帯訪問支援事業と
して不安や負担を抱える家庭やヤング
ケアラーの家庭等に家事支援や育児支
援を行います。一時保育につきまして
は、関係課と連携し、調査研究してま
いります。
また、多胎児に対する支援につきまし
ては、多胎妊婦に対して通常の妊婦健
診に加え5回を限度に費用助成をする
制度を整えていますが実績はありませ
んでした。また、「ふたごの子育て」
の小冊子を配布し、つどいの広場で毎
月「ふたごちゃん（多胎児）あつま
れ」を開催しています。

スポーツ健康部（現：地域振興部） （ス）

（ス）

（ス）

地域振興部　スポーツ振興課

いきいき健康部　健康推進課

こども未来部　こども家庭センター

（子）

①

②

③

令和５年度の要望とその対応令和５年度の要望とその対応
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令和５年10月の要望事項 要望に対する対応 最終結果

（子） こども未来部　こども家庭センター

福祉部 （福） 福祉部　ふくし総合支援課

（福） 福祉部　障がい福祉課

④

①

①

②

子ども医療費無償化の現物給付に
ついて現在は埼玉県内のみの対応
になっているが、三郷市は千葉
県、東京都と隣接していることか
ら県外で受診する方も多いと想定
される。そのため県外の近隣市に
おいても現物給付化を実施できる
よう関係機関と調整を図られた
い。

障害者等用駐車区画の健常者によ
る不適正利用防止などの観点から
全国的に進められているパーキン
グ・パーミット制度について市独
自の制度創設、他自治体との連携
などを進められたい。

障害などを原因とする意思疎通に
関する支援に関して、現在本市で
は関連条例として「三郷市こころ
つながる手話言語条例」が示され
ている。しかしながら意思疎通支
援が必要な方は手話を必要として
いる聴覚障害の方に限らず、視覚
障害や高次脳機能障害など多岐に
渡る。そうした全ての方への支援
の在り方を明確にするためにも
「意思疎通支援条例」の制定を実
施されたい。

コロナ過により救急車両の出動件
数が激増していると共に、隊員の
負担も大きくなっている。今後も
続く激務を継続していける様、職
員の健康管理やメンタルケアを重
視し、努められたい。

県外の現物給付には、それぞれの自治
体の医師会等の契約や、各都道府県の
国民健康保険団体連合会・社会保険診
療報酬支払基金等との調整が必要にな
ります。こども医療費制度は全国の自
治体で、それぞれ制度が異なりますこ
とから、国によるこどもの医療費助成
制度への取り組みを注視しつつ、総合
的に検討してまいります。

埼玉県は、県域でのパーキング・
パーミット制度導入に向けた検討を
進めており、市町村に対して制度導
入に関する意見照会も行われており
ます。広域で導入する事でのメリッ
ト等を踏まえ、埼玉県の動向を注視
し、必要とされる連携を図ってまい
ります。

「障害者情報アクセシビリティ・コ
ミュニケーション施策推進法」が令
和４年５月25日に施行されており、
障がい者による情報の取得利用・意
思疎通に係る施策の更なる推進が求
められているものと認識しておりま
す。個々の障がいに応じた支援も多
岐に渡りますことから、当事者及び
支援者から状況を伺いながら施策の
充実に努めてまいります。

職員が健康面やメンタル面での不調を
一人で悩まないよう相談窓口を設置し
ております。また、一人になりがちな
洗面所やトイレ内に、メンタルヘルス
ケアのポスターを目に付く場所に掲示
し、職員への周知を図っております。
消防本部として、積極的に産業カウン
セラーによる面談を推進しておりま
す。

国の医療費助成制度への取組みであ
る、地単公費マスタの作成、医療費助
成におけるＰＭＨ（Public　Medical 
Hub：自治体・医療機関の情報連携基
盤）等を注視しつつ、対応を検討して
まいります。

令和５年１１月のパーキング・パー
ミット制度の運用開始を受け、本市
では、広報みさとやホームページ等
による制度周知を行い、市内５７か
所の民間施設及び公共施設で駐車区
画の整備を行いました。

障がいのある方の意思疎通支援につ
いて、関係団体等からのご意見を踏
まえ、障がい者個人のスマートフォ
ンを用いた遠隔手話通訳システムを
導入するとともに、障がい福祉課か
ら視覚障がい者への通知に、音声
コード「ユニボイス」の貼付を試行
してまいります。また、高次脳機能
障がいや知的障がい等のある方の入
院時の意思疎通支援について、当事
者や支援者にアンケート調査を実施
しました。
今後も、意思疎通に関して必要とさ
れるサービス提供の拡充に努めてま
いります。

令和6年度から消防本部に配置と
なった保健師による、消防職員の健
康面談を始めました。これにより、
職員の健康管理やメンタルヘルスケ
アについては、メンタルヘルスケア
ポスターの掲示、消防総務課相談窓
口、保健師健康面談、産業カウンセ
ラー相談の推進により対応しており
ます。今後も、人事課と連携しなが
ら、職員のサポートを継続してまい
ります。

9

消防本部 （消） 消防本部　消防総務課



令和５年10月の要望事項 要望に対する対応 最終結果

都市計画道路新和高州線及び都市
計画道路草加三郷線の早期整備着
手を図られたい。

本市の下水道施設も建設から約40 
年を経過した管路等も増加してき
ており、今後さらに老朽化が進ん
で行く状況は明らかである。市民
が安心して公共下水道を利用でき
る様、下水道施設の計画的な維持
管理に努められたい。

まちづくりにむけた意向調査や地
域住民に対するアンケート調査の
回収率が50％台と低い数値が目立
つ。民意を反映するためにはアン
ケートとはとても重要なツールで
あることから、回収率が上がるよ
うにアンケート内容の見直しや回
収方法について調査研究を進めら
れたい。

建設部

（総） 総務部　人事課

各相談窓口について定期的に案内し、
消防本部などでも相談を受けることが
できるよう、相談しやすい環境づくり
に努めており、令和５年度は採用５～
７年目までの職員全員と面談をしてお
ります。さらに、ストレス簡易調査
（ストレスチェック）につきまして、
所属職員の健康の分析結果報告を行っ
ております。また、安全衛生に関する
基礎的な知識を習得し、働きやすい職
場づくりにつなげていくことを目的と
した研修を令和５年９月に実施しまし
た。引き続き、消防本部と連携しなが
ら実施してまいります。

都市計画道路新和高須線につきまして
は、用地買収を進めるとともに、用地
を取得できた一部区間において、道路
整備工事の発注をいたしました。
都市計画道路草加三郷線につきまして
は、道路詳細設計を実施するととも
に、都市計画変更のための住民説明公
聴会を開催いたしました。

ストックマネジメント計画に基づき、
管路施設の点検・調査並びに改築工事
や、早稲田中継ポンプ場の機械・電気
設備の更新工事に係る実施設計につい
て、社会資本整備総合交付金を活用し
実施いたしました。今後につきまして
も、持続可能な公共下水道の運営を図
るべく、ストックマネジメント計画に
基づき、計画的かつ効率的な下水道施
設の維持管理に努めてまいります。

アンケート調査の実施にあたって
は、紙による回答に加え、ポケット
みさとやＱＲコードを用いたウェブ
上での回答を可能にするなど、回収
率の向上に取り組んでおります。
土地利用に関する地域住民を対象と
した意向調査では、町会回覧による
お知らせや訪問回収などにより、回
収率は約８３％へ向上いたしまし
た。今後も内容や対象に応じた最適
な手法により回収率の向上に努めて
まいります。

安心で健康な職場づくりのため、産
業医によるメンタル相談や人事課保
健師による相談、外部のカウンセ
ラーによるメンタル相談を実施して
おります。また、自身のストレスに
気づきを持ってもらうため毎年職業
性 ス ト レ ス 簡 易 調 査 ( ス ト レ ス
チェック）を実施しております。
引き続き職員の健康管理やメンタル
ケアを行ってまいります。

都市計画道路新和高須線につきまし
ては、三郷放水路以南の一部区間に
ついて令和５年度から道路整備に着
手し、引き続き未整備区間の早期整
備に努めてまいります。
都市計画道路草加三郷線につきまし
ては、早期整備着手ができるよう関
係機関等の協議、調整に努めてまい
ります。

下水道施設の適切な維持管理を図る
ためストックマネジメント計画に基
づき、点検・調査並びに修繕・改築
等を実施してまいります。

アンケート調査は、市民意向を把握
する上で重要なツールの一つと考え
ております。アンケート調査がより
効果的なものとなるよう、回収率の
向上について、最適な手法を検討し
てまいります。

①

①

②

令和５年度の要望とその対応令和５年度の要望とその対応

（建）

（建）

建設部　道路課

まちづくり推進部 （ま） まちづくり推進部　都市デザイン課・まちづくり事業課

建設部　下水道課
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11

令和5年10月の要望事項 要望に対する対応 最終結果

采女地区の市街化調整区域につい
てはららぽーとなどの商業地域と
三郷団地の中高層住居専用地域に
囲まれた特異地域となっておりこ
の地域の発展の妨げになってい
る。今後の市街化区域編入を進め
られたい。

路線バスの安定的な発展のために
は、現状の様に5200 万円を委託
料として払うだけでなく、バス会
社の年間定期券発行を自治体が年
間定期券をバス事業者から数千万
円単位で一括購入し、自治体が市
民へ安く販売することで収入を得
るようにするなど、バス会社ごと
の不均衡な支援を無くすように検
討されたい。

現在、三郷市では水道施設の耐震
化や老朽化した中央浄水場の運用
を検討し、経費削減や県水直送管
を整備し、災害時にも安定給水が
できるよう取り組んでいることは
評価するところである。しかし、
限りある財源の中で市民のライフ
ラインである水道事業を安定して
継続できるか危惧しているところ
である。今後も災害に強い水道事
業を進め、健全な水道事業運営に
必要な財源を確保するため、経営
基盤の強化に努められたい。

病児・病後児保育について現在、
病児１名、病後児３名となってい
る受け入れ人数が適正であるのか
を対象年齢のお子さんを持つ世帯
等にアンケート等を実施して把握
し、必要に応じて拡充について検
討されたい。

采女地区は、三郷市都市計画マス
タープランの土地利用の方針におい
て、市民生活の多様なニーズに対し
た産業・生活機能の集積を図る複合
利用地に位置づけていることから、
まちづくりの動向を見極めながら、
研究してまいります。

市民生活を支える役割を担う公共交
通の役割を充分に認識し、路線バス
事業者への最適な支援のあり方につ
いて検討してまいります。

令和3年12月に策定しました第３次
三郷市水道事業基本計画（改定版）
に基づき、水道施設規模の適正化や
施設の長寿命化など、事業運営コス
トの削減に取り組むとともに、今後
も継続して災害に強い水道の実現を
目指すため、さらなる財源確保につ
いて総合的に検討し、経営基盤の強
化に努めてまいります。

令和5年3月利用分から病児・病後児
保育の利用予約について、インター
ネット（パソコン・スマートフォ
ン）から予約できるシステムを構築
しましたので、システム稼働に伴う
利用状況及び利用ニーズの把握に努
めてまいります。

鉄道駅周辺であり、三郷市都市計画
マスタープランの位置付けのある地
域になりますので、采女地区、また
鉄道駅東側を含め、引き続き、まち
づくりの動向を見極めながら、研究
してまいります。

地域公共交通活性化再生法に基づく
地域公共交通計画について、令和６
年度の策定に向けて着手し、現状の
把握やアンケート調査、先進事例の
調査などを行っております。
路線バス事業者への最適な支援のあ
り方につきましては、当該計画策定
の中で検討してまいります。

令和3年12月に策定しました第３次
三郷市水道事業基本計画（改定版）
に基づき、水道施設規模の適正化や
施設の長寿命化等を計画的に進めて
まいりましたが、近年の節水型社会
の進展等により、収益が減少傾向で
あることから、令和6年4月に料金水
準を平均で20％程度引き上げまし
た。引き続き、災害に強い水道の実
現を目指すとともに、将来にわたっ
て持続可能な水道事業の運営ができ
るよう、必要な財源の確保について
検討してまいります。

令和5年3月より、インターネット
（パソコン・スマートフォン）から
利用予約できることになり、利用者
の負担軽減につながっているものと
考えておりますが、保育施設を利用
している児童の保護者を対象とした
アンケートでは、「病児・病後児保
育の存在を知らなかった方や、シス
テム化以前の予約における認識によ
るものと思われる、利用がしづら
い」とのご意見がございましたの
で、病児・病後児保育事業のＰＲに
努めてまいります。

水道部　業務課水道部 （水）

まちづくり推進部　都市デザイン課

（ま）

（ま）

まちづくり推進部　都市デザイン課
②

①

①

③

子ども未来部 （子） こども未来部　すこやか課



「ふれあいブックサポーター」制度

につきましては、「ふれあい文庫」

の設置場所の増加に対応するため、

令和５年度も養成講座を実施し希望

者の確保に努めるとともに、サポー

ターのモチベーションの維持をしつ

つ、活動支援の充実を図ってまいり

ます。

ジュニアリーダーやボーイスカウト

をはじめとした青少年団体が、コロ

ナ禍において安全に青少年育成活動

が実施できるよう、引き続き支援し

てまいります。

令和4年9月分から令和５年３月分の

学校給食費の減免につきましては、

コロナ禍における原油価格及び物価

高騰の影響を受ける家庭に対する負

担軽減策として、新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金の

活用を図ったものでございます。

本来、学校給食費につきましては、

学校給食法の規定に基づき保護者負

担をお願いしたいと考えております

が、今後の経済情勢の推移、景気の

状況、国の動向を注視してまいりま

す。

12

令和５年10月の要望事項 要望に対する対応 最終結果

第2次日本一の読書のまち三郷推

進計画の策定に伴いスタートした

「ふれあいブックサポーター」制

度について、具体的なサポーター

数や活動の目標を定め、日本一の

読書のまちの名にふさわしい活動

となるよう制度の充実を図られた

い。

長引くコロナ禍の影響によりジュ

ニアリーダーやボーイスカウトな

どの青少年育成に関する活動が難

しい状況が続いている。感染対策

に関する支援などを実施し、意欲

のある子供たちの活躍できる環境

を整えられたい。

給食費について、新型コロナウイ

ルス感染症による家計負担を軽減

するため令和４年度末までの無償

化が実施されている。この義務教

育における給食費の完全無償化に

ついて給食の質の低下を留意しつ

つ、令和５年度以降も恒常的な実

施を図られたい。

ふれあいブックサポーターは令和５

年度末現在４１名であり、自主性を

重んじ、各自のライフスタイルに合

わせて楽しく気軽に長く活動いただ

いているため、サポーター数や活動

の目標は定めておりませんが、講座

や交流会を開催するなど活動を支援

してまいります。

コロナ禍が収束し、活動を再開し始

めた青少年団体が、安全に青少年育

成活動が実施できるよう、補助金の

交付や、ジュニアリーダー及び青少

年相談員の団体事務局として活動支

援などを行ってまいりました。

引き続き、意欲ある子供たちが活躍

できる環境を整えるよう努めてまい

ります。

令和５年度におきましても、依然と

して物価高騰が続いていることか

ら、賄い材料費の高騰分には公費を

充てて給食費を据え置いており、給

食の質と量を確保したうえで保護者

の経済的負担を軽減しております。

引き続き、国・県等の動向を注視し

ながら他の子育て施策と併せて検討

してまいります。

①

②

①

令和５年度の要望とその対応令和５年度の要望とその対応

（学）学校教育部 企画政策部　企画政策課

生涯学習部 （生） 生涯学習部　日本一の読書のまち推進課

（生） 生涯学習部　青少年課
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令和５年10月の要望事項 要望に対する対応 最終結果

ヤングケアラーについて、埼玉県

ではヤングケアラーが元ヤングケ

アラーに悩みを相談したり、話を

聞いてもらえる場所として「埼玉

県ヤングケアラーチャンネル」の

開設がなされた。市としてもヤン

グケアラーの実態把握と支援につ

いて進められたい。

学校での実態把握が適切にできる

よう、県が主催する研修会に教職

員の積極的な参加を促すととも

に、各学校の学校だよりやホーム

ページにおいて11月のケアラー月

間を周知するよう指導を行ってお

ります。今後も、スクールカウン

セラー、スクールソーシャルワー

カーを含めた全職員による教育相

談体制の充実と関係機関に繋ぐ支

援を行ってまいります。

関係部署との連携を図りつつ、ヤン

グケアラー支援に関わる関係課が、

実施可能な支援を探りながら、機会

を捉えて実施に努めてまいります。

令和6年度に「（仮称）第３次みさと

こどもにこにこプラン」を策定する

にあたり、令和５年度に青少年の生

活等について調査を行うことを予定

しており、その中でヤングケアラー

の実態等も含め、課題の把握に努め

てまいりたいと考えております。

令和6年8月に県主催の研修会に昨年

度と異なる教職員が参加し、実態把

握や支援について校内で周知できる

よう対応しております。また、ケア

ラー月間についても周知するよう指

導を行っております。

スクールソーシャルワーカーにもヤ

ングケアラーのケースへの対応を指

示しており、学校に相談しやすいよ

うに取組んでおります。

引き続き、スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカーを含め

た全職員による教育相談体制の充実

と関係機関につなぐ支援を行ってま

いります。

三郷北高校2年生を対象とした認知症

サポーター養成講座開催に際し、ヤ

ングケアラーに関する周知を併せて

行いました。

引き続き、関係部署との連携を図

り、ヤングケアラーを孤立させるこ

とがないように適切な介護サービス

利用の提供等包括的な相談の実施に

努めてまいります

こどもの生活に関するアンケート調

査を令和5年12月14日から令和6年1

月10日までの期間、小学5年生、中

学1年生から3年生（一部の学校・ク

ラス）及び15歳から17歳のかた（無

作為抽出）に対し行い、現在はアン

ケート結果を報告書として取りまと

めているところです。設問には、

「日常的な長時間の家族の世話や介

護について、自分の勉強や遊びの時

間がとれないなど、家族以外の大人

に相談したいことはあるか」といっ

た項目を設けており、今後、回答の

実態を傾向として関係部署に情報共

有、連携し支援の在り方について検

討してまいります。

学校教育部 （学）

（福）

（子）

学校教育部　指導課

いきいき健康部　長寿いきがい課

こども未来部　こども政策課

②



岡庭　明
住所：三郷市鷹野4丁目59番地1
電話：048-955-4412
・21世紀クラブ相談役
・建設水道常任委員
・三郷早稲田北部地域拠点整備対策委員
・三郷南部地域拠点整備対策委員

菊名　裕
住所：三郷市戸ヶ崎3丁目273番地3
電話：048-955-2733
・21世紀クラブ代表
・文教経済常任委員
・東埼玉資源環境組合議会議員
・三郷南部地域拠点整備対策委員
・三郷中央地区周辺対策委員長

加藤 英泉
住所：三郷市三郷2丁目1番地9
電話：048-957-0962
・総務常任委員
・三郷早稲田北部地域拠点整備対策委員
・三郷インターチェンジ周辺対策委員長

柳瀬 勝彦
住所：三郷市さつき平2丁目2番2-905号
電話：048-959-1396
・健康福祉常任委員
・都市計画審議会委員
・三郷早稲田北部地域拠点整備対策委員
・三郷インターチェンジ周辺対策委員

渡邉 雅人
住所：三郷１丁目２８番地２-B１０２
電話：090-9634-9361
・総務常任委員長
・江戸川水防事務組合議会議員
・三郷早稲田北部地域拠点整備対策副委員長
・三郷中央地区周辺対策委員

一色 雄生
住所：三郷市谷口152トロアボア203
電話：080-3421-1997
・文教経済常任委員会
・三郷南部地域拠点整備対策特別委員
・三郷中央地区周辺対策委員
・議会だより編集委員
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